
果実の消費（果実摂取量の推移と需要の変化）

○ １人１日当たりの果実の摂取量は緩やかに減少。

○ 果実の消費は、繊細で高度な技術により生産される高品質な国産果実が評価されており、特に70歳以上の果実摂取
量が多い。

○ 年代別の消費動向を見ると、年齢層が低くなるにつれ果実加工品の摂取割合が高い傾向。

○ また、消費者が果実に求めることとしては「見た目は良くないが安価」、「食べやすい」、「日持ちがする」こと
等が挙げられていること、果実摂取量の少ない若年層、中年層のニーズに対応する観点からも、購入しやすく食べ
やすいニーズが高まっている果実加工品の需要に対応していくことも必要。
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
注：70歳以上の摂取量について、令和５年は70-79歳と80歳以上の数値を合計して算出したもの

（g）

世代別果実類摂取量
（5年前、10年前との比較）

資料：（公財)中央果実協会「果実の消費に関するアンケート調査」(令和６年度）

果実摂取の状況 消費者の動向

資料：農林水産省「令和４年度「アフターコロナ」を見据えた野菜・果物の消費動向調査結果（消費者）」を基に園芸作物課で作成

果物を摂取する形態
0%

（加工品／果実）

（果実／食料）
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（g）

１人１日当たりの果実類摂取量の推移

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」(令和２年及び３年は調査中止)
注：データは20歳以上の者。「果実類摂取量」とは、生果、ジャム、果汁・果汁飲料の合計。

消費者に聞いた果実の消費量を
増やすための提供方法

（%）
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44 50 49 
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食料支出に占める果実の割合・果実
支出に占める果実加工品の割合

資料：総務省家計調査
注：データは総世帯。果実加工品にジュースは含まれない。
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○ 消費の減少等に対策を講じ需要の減少を最小限に食い止めるとしても、担い手の減少等による生産量の減少は、それ以上
のペースで進む可能性が大きい。

○ 将来生じうる需給ギャップを埋めるため、今のうちから担い手の育成や労働力の確保、省力化の推進といった対応を早急に講
じていく必要。

現在 将来

需要量・供給量

国内需要

人口減少により

減少
の可能性 生産量

何も手を打たなければ、
担い手の減少等に伴い

減少
の可能性

将来の
需給

ギャップ

ギャップを埋める
ポイント

① 基盤整備、省力樹形・スマート
農業技術の導入等による
労働生産性の向上

② 大規模経営体の参入等による
担い手・労働力の育成・確保

③ 気候変動等への対応

総需要量
（国内需要量＋輸出量）

国内生産量


	新たな果樹農業振興基本方針に関する説明会資料
	既定のセクション
	スライド 0: 新たな果樹農業振興基本方針について
	スライド 1: 目次
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: 新たな食料・農業・農村基本計画に基づく今後の進め方
	スライド 7
	スライド 8: 果樹の生産
	スライド 9
	スライド 10: 果樹の生産（卸売価格の上昇と生産基盤のぜい弱化）
	スライド 11: 経営体の減少を踏まえた将来予測（試算）
	スライド 12: 気候変動への対応（高温等による被害）
	スライド 13: 果樹の生産（傾斜地での栽培）
	スライド 14: 果樹の生産（長い労働時間、極端な労働ピーク）
	スライド 15: 果樹の生産（担い手の確保・育成）
	スライド 16: 果樹の生産（産出額の推移）
	スライド 17: 果実の輸出（海外需要の増加）
	スライド 18: 果実の消費（果実摂取量の推移と需要の変化）
	スライド 19: 国産果実の安定供給に向けた基本的考え方
	スライド 20


	新たな果樹農業振興基本方針のポイント (1)
	スライド番号 1

	新たな果樹農業振興基本方針に関する説明会資料
	既定のセクション
	スライド 22: 　労働生産性の向上のため、地域計画に基づいた 園地の集積・集約化や基盤整備を進めるとともに、 省力樹形等への改植・新植、 スマート農業技術・省力化品種等の開発・導入を強力に推進する。その際、大規模な経営体の育成・参入や、 省力樹形等への改植・新植による省力的な樹園地への転換を スピード感を持って進める。
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27: 　生産減少の大きな要因となる温暖化の影響等に対して、 資機材による対策や品種構成の見直し等の検討を進める。 加えて、高温適応性を有する品種の開発・導入等を推進する。気候変動に適応する生産対策と併せて、 化学農薬の使用量低減に資する病害抵抗性を有する品種等の 開発・導入や化学肥料の使用量低減等の 環境負荷低減策・気候変動緩和策を進める。 さらに、社会全体の行動変容につながるよう 食料システムの関係者の環境負荷低減対策への理解を促進する。
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31: 　果樹農業の担い手を育成・確保するため、 高度な技術の習得や樹園地の確保、 未収益期間の克服など果樹特有の課題の解決に産地が取り組む 果樹型トレーニングファームの取組など、 幅広い農業者や法人が果樹農業に参入する取組を推進する。 離農する経営の園地の受け皿となる経営体や 付加価値向上を目指す経営体について、 果樹農業で生計を立てる担い手として、規模の大小や個人・法人などの経営形態にかかわらず、育成・確保する。 また、サービス事業体等を活用した労働力の確保、 作業の省力化などによる季節的な
	スライド 32


	新たな果樹農業振興基本方針に関する説明会資料
	既定のセクション
	スライド 33
	スライド 34: 　若い人たちに魅力のある産業とするため、作業の合理化、 販売単価の向上により労働対価を高め、 生産者の所得を向上させるとともに、農業という枠組だけでは 労働力が限られる中、地域経済を守る観点から、 輸出・加工など関連産業との連携・波及、 雇用の創出、地域の活性化など、地域の基幹産業としての 果樹農業の付加価値を高めていく取組を推進する。
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38: 　高品質な国産果実の強みは活かしつつ、 多様な消費者ニーズを捉え、 手頃で日常的に摂取してもらえる生果実、果実加工品など 新たな需要に対応した取組等を行う。 また、日常的な果実摂取を生涯にわたる食習慣として定着させるため、幼少期から国産果実に触れ食生活にも取り入れ、 果実について正しい知識を身に付けてもらうよう、 関係者と連携しつつ食育の取組を推進する。
	スライド 39
	スライド 40: 　国内への需要に対応しつつも、 拡大傾向にある海外市場を見据えた輸出に戦略的に取り組むため、 高品質等の日本の強みを生かしながら更なる海外需要開拓を図るとともに、 輸出先国・地域の規制やニーズに対応しつつ、 これに対応できる産地も併せて形成していく。 また、果実の輸出と併せて、優良品種の戦略的なライセンスを推進し、 周年供給による輸出促進と海外からのロイヤルティの 新たな品種開発等への還元により、国内果実生産の振興を図る。 このほか、食品産業の海外展開やインバウンドによる食関連消費も 海
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43: 　農村における人手不足やトラックドライバーの時間外労働の 上限規制などによる労働力不足に対応するため、 集出荷施設・選果場の再編集約・合理化、 果実やコンテナ等の出荷規格の見直し、 共同輸送やモーダルシフト等を進める。 また、産地から消費者へ生果実の品質を保持して届けることは 極めて重要である。 このため、切れ目のないコールドチェーンの構築等、 高温等の現下の気象状況下においても、 鮮度を低下させることなく流通させるためのサプライチェーンの構築を推進する。
	スライド 44


	新たな果樹農業振興基本方針に関する説明会資料
	既定のセクション
	スライド 45
	スライド 46: 　国産果実の加工仕向けについては、生果実の選果の過程で 規格外となったものの一部が流通している状況であり、 果実生産量の減少に伴い加工仕向量が減少している中、 規格外の果実を加工用に回すだけでなく、 契約生産など価格を決めて量をある程度加工に回すことが出来るような生産を進める。 また、地域の基幹産品となる果実加工品の創出など、 付加価値の高い加工仕向けの取組を推進する。
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49


	新たな果樹農業振興基本方針に関する説明会資料
	既定のセクション
	スライド 50: 都道府県における果樹農業の振興を図るための計画（都道府県計画）
	スライド 51: 果樹産地構造改革計画（産地計画）
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60





